
各務原市自治会街路灯等整備事業補助金交付要綱 

                       （令和７年２月２０日決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰の影響により既設街路灯等の撤去に踏み切れない市内

の自治会又は区域自治会連合会（以下「自治会等」という。）を支援し、及び既設街

路灯等のＬＥＤ化の推進により自治会等が負担する電気料金の抑制を図るため、令

和７年度に限り、予算の範囲内で各務原市自治会街路灯等整備事業補助金を交付す

ることに関し、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則第３４号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）ＬＥＤ街路灯等 街路灯又は防犯灯（以下「街路灯等」という。）であって、光

源に発光ダイオードを使用したものをいう。 

（２）既設街路灯等 現に自治会等により維持管理がなされている街路灯等（ＬＥＤ

街路灯等に該当するものを除く。）をいう。 

 （補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となるものは、自治会等とする。 

 （補助事業） 

第４条 補助事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）既設街路灯等を撤去する事業 

（２）既設街路灯等をＬＥＤ街路灯等に更新する事業 

（３）既設街路灯等を撤去し、かつ、ＬＥＤ街路灯等を市長が適当と認める場所に新

たに設置する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事業が市から同種の補助金、助成金

等の交付を受けるものである場合は、当該事業は、補助金の交付の対象としない。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助事業に要する費用（以下「補助対象経費」という。）の額

とする。 

 （事前協議） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金の交付の申請をする前に、



あらかじめ次に掲げる事項について市長と協議しなければならない。 

（１）補助事業の内容 

（２）補助事業に係る費用及び計画 

（３）その他市長が必要と認める事項 

 （補助金の交付申請） 

第７条 前条の規定による協議が完了した自治会等は、補助金の交付を受けようとす

るときは、規則第４条第１項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が

指定する期日までに、市長に提出しなければならない。 

（１）見積書の写しその他の補助対象経費の金額の根拠となる書類 

（２）補助事業に係る既設街路灯等の写真 

（３）補助事業により撤去し、更新し、又は設置する街路灯等の位置を示した図面 

（４）第４条第１項第２号に掲げる事業を行う場合にあっては、更新に用いる灯具等

の仕様が分かる書類 

（５）第４条第１項第３号に掲げる事業を行う場合にあっては、設置するＬＥＤ街路

灯等の仕様が分かる書類 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 （補助事業の実施報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた自治会等は、補助事業が完了したときは、規則

第１１条に規定する補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長

に提出しなければならない。 

（１）工事完了後の写真 

（２）領収書の写しその他の補助対象経費を支出したことを証する書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則  

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。 


